
電話

（第 ４ 章）

（第 ４ 節）

（第 １

①

②

③

①

②

北広島市

整理番号 48－4

　北広島市民交流センター条例
　北広島市地域交流センター条例

目　　的

意　　図

 文化施設（芸術文化ホール･
 図書館）維持管理業務

事務事業名 372-7667

課長職名 平成２０年５月１６日作成日

施策）

根拠法令等

芸術と文化

豊かな心と個性ある文化をはぐくむまち

　平成２０年度事務事業評価調書（継続用）

１　計　画　（プラン）

上位施策との関連 章

別紙１

H10

総事業費／開館日数

総事業費／利用人数

【指標の定義（算式等）】

開館１日当たりコスト

千円 232

164

利用者１人当たりコスト

円
【指標の定義（算式等）】

207

164

207

④＝②×③ 9,0009,000

9,0009,000

その他特財 133

道支出金

65,489

9,000

18年度

指　　　　　標　　　　　値

19年度単位 21年度（目標）20年度（目標）

317317

人

日

400,000386,224 393,319 400,000

312 315

240

　総　事　業　費 ①＋④ 74,974 72,986

194 186

指　　　標　　　名

人  件  費
（概算）

②人　数（年間）

③1人当り年間平均人件費

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

1.00

9,000

9,000

65,489

1.00

9,000

 活動指標
(事務事業の
 活動量や実
 績）

 成果指標
(目的の達成
 度を測るも
 のさし）

施設利用人数

開館日数

56,489

区　　　　分

1.00 1.00

65,974 63,986①合　計 56,489

地方債

一般財源

137

63,85365,837 56,356

【事業費の推移】

18年度（決算）

藤井高志

作成部署 生涯学習部芸術文化ホール

部長職名 川幡博行

国支出金

20年度（予算）

直接事業費

21年度（予定）19年度（決算）

（単位：千円）

２　実　施　（ドゥ）

〃  終了予定年度

節

対　　象
(誰､又は何を)

19
年
度
ま
で

20
年
度

事務区分

（総合計画での
  位置付け） 施策

(何をねらっている
 のか。対象をどの
 ような状態にした
 いのか)

■自治事務　　□法定受託事務　

事務事業開始年度

(ここから成
 果指標を導
 きます）

手　　段

(ここから成
 果指標を導
 きます）

 市が行った
(行う)事務事
業の具体的な
実施内容
（※団体補助
等の場合はそ
の補助金によ
る団体の活動
内容を記載）

56,356

　文化施設の設備、環境を良好に保ち、来館者に提供する。

133

　同　上

133

　設備機器の保守点検、運転管理、清掃等、文化施設内外の環境を良好に保つた
めの維持管理業務を実施する。
　・文化施設設備管理業務委託　・電気保安業務委託　・電波障害対策設備保守
　　点検業務委託　・除排雪業務委託　・自動ドア保守点検業務委託
　・清掃業務委託　・エレベーター保守点検業務委託　・機械警備委託
　・吸収式冷温水発生機等保守点検業務委託

　文化施設（芸術文化ホール・図書館）の施設利用者

芸術文化活動の振興



□

■

□

□

□休・廃止
□終了

３　評　価　（チェック）

□拡大重点化
■現状継続
□見直し
□統合

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か。
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か。
　（手段有効度合）

　設備機器の保守点検や運転管理は、施設を適正
に管理された状態で提供するためには妥当な業務
である。

　利用者には、良好な状態で施設の提供を行って
いる。施設の設備機器の規模から専門の業者によ
る実施は適正であると考える。

4

妥
当
性

選択理由、説明等
評
点

チェック項目

整理番号 48－4

[※参考]

今後の方向性（課題と解決方法等）

■現状継続
□見直し

今後の方向性

【外部評価】

【２次評価】

前年度の
２次評価

判　　定

見直し

今後の方向性

　１次評価のとおり。
　（開館後10年が経過し、設備、機器等の耐用年数を考慮した保全、修繕計画や、建
物の補修計画を検討する時期を迎えている。
　維持管理コストの削減に継続して努めているが、今後は指定管理者制度の導入につ
いて、現行の長期継続契約を考慮しながら検討する。）

外部評価
委員会の
総合判定

　地方自治法の改正に伴い、平成１９
年度から導入した長期継続契約は一定
の財政効果が得られているとのことか
ら継続すべきと考える。
　開館後１０年が経過し、今後は計画
的な修繕が必要になることから、効率
的な施設の維持管理を目指して様々な
委託の方法、指定管理者の導入につい
ても検討すべきである。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。
民間活力の活用性評価
（事業担当部局が評価）

□統合

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

４　総合判定と今後の方向性（アクション）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

□見直し

4

 法律で実施が義務付けられている事務事業か

―

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか。（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか。
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

4
効
率
性

・市民や社会の要求に合致しているか。
・上位施策を達成するために必要な事務事業か。
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か。
　（公共性・公益性の度合）

公
平
性

有
効
性

　予算の削減のなか、管理の品質を維持しながら
適正に実施しており、費用対効果は十分に達成さ
れている。

・受益者負担は適正か。
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
　ていないか。

評点区分 　　４　適切　　　　３　概ね適切　　　　２　改善の余地がある　　　　１　不適切

　　□有　　　　■無

【１次評価】

□拡大重点化
■現状継続

　 事務事業担当
　 部局の総合判定

今後の方向性

　 内部評価委員会
   の総合判定

　維持管理コストの削減に継続して努めている
が、今後は指定管理者制度の導入について、現行
の長期継続契約を考慮しながら検討する。

　長期継続契約の最終年に向けて、委託業務の拡
大又は指定管理者制度の導入について検討を行う
こと。

□休・廃止
□終了

□統合
□休・廃止
□終了

□拡大重点化


